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シールドトンネル施工に当たっての留意事項について 

 

 平成 24 年２月７日（火）、岡山県倉敷市の海底トンネル建設工事現場において、

異常出水が発生し、同トンネルが水没して６人の労働者が巻き込まれ、うち５人

が死亡する労働災害が発生しました。 

 厚生労働省では、岡山労働局（以下「岡山局」という。）に直ちに災害対策本

部を設置し、所轄の倉敷労働基準監督署（以下「倉敷署」という。）が調査を実

施するとともに、本省の担当官及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所（以下

「安衛研」という。）の研究員を派遣して調査を実施しました。その後、岡山局、

倉敷署及び安衛研で継続的に調査、データ分析、実験等を実施し、原因究明に努

めているところです。今なおトンネルは水没したままであり、原因の究明には至

っていませんが、これまでの調査等の結果、同種災害につながる可能性のある要

因とその留意事項が次第に明らかになってきています。 

 この間、厚生労働省は建設業労働災害防止協会及び建設労務安全研究会に対し

て会員への注意喚起を要請したほか、関係者においては、社団法人日本建設業連

合会が関係者に自主点検を要請し、同トンネルの施工元方事業者も自社の施工す

る現場の一斉点検を２回にわたって実施しているところです。 

 一方、国土交通省では本災害を受けて、シールドトンネル施工技術安全向上協

議会を今年４月に設置し、再発防止の観点からシールドトンネルの設計施工技術

について、安全面等からの技術的な検討を行っているところですが、３回の会議

を経て別添(略)のとおり中間報告を公表しました。 

 ついては、その内容を了知いただくとともに、同種災害を防止するために海底、

河川底等の水底下を掘削するシールドトンネル工事を施工するに当たって当面

留意いただきたい事項を下記のとおり取りまとめましたので、会員に注意喚起を

図ってくださるよう要請します。 



 

記 

 

第１ 調査時の留意事項 

 １ シールドトンネルを掘進する地山の地質及び地層の状態が過去の調査等

では不明な場合に行う掘進箇所のボーリング調査等については、地質の状況

を詳細に把握できるものとすること。 

 ２ 調査等の結果に基づきシールド工法の計画（施工計画を含む。）を定め、

また、必要に応じて見直すこと。 

  

第２ 設計・製造時の留意事項 

１ シールドマシンについて 

（１）シールドマシンのテールシールは、裏込め注入材や土砂を伴う地下水の

シールドマシン内への流入を防止するため、十分な止水性が確保できる構

造、機構となるよう配慮すること。 

（２）スクリューコンベアからの噴発防止対策について、十分に検討すること。 

（３）地盤が良好ではない状況下で、組立時に自立性が低いセグメントの構造

等を採用する場合には、小口径の場合であっても形状保持装置の設置を検

討すること。 

（４）シールドトンネル内の電気設備は、漏水等の可能性を考慮している設計

とすること。 

 

２ セグメントについて 

（１）セグメントは、シールドマシンの姿勢制御など線形管理上必要なジャッ

キ操作に耐え得る強度を持つセグメントとするよう留意すること。 

（２）セグメントは、地盤が良好ではない場合等に水や土砂の流入によって土

圧バランスが崩れる等不測の事態が発生した場合にあっても、リング構造

を保持できるようにセグメント継手及びリング継手を含め堅固なものと

するよう検討すること。 

（３）セグメント継手及びリング継手は、施工時に予測される荷重に対して十

分な強度を有するものとすること。特に、鉄筋コンクリート製のセグメン

トのセグメント継手の構造又はリング継手の構造にインサートボルトタ

イプを採用する場合は、ボルトボックス及びボルトインサートが容易に抜

けることのないようにすること。 

（４）セグメントの形状・寸法の決定に当たっては、構造計算のほか、類似工

事のセグメントの厚さと外径の比率、セグメント幅と厚さの比等の実績を

勘案し、慎重に検討すること。 



 

第３ 施工時の留意事項 

１ シールドマシンの制御 

（１）掘進管理システムを導入し、リアルタイムでデータを計測するとともに、

モニタービデオ映像も併せて一定期間保存すること。また、当該データに

異常があった場合には、直ちに施工を中止し、原因を究明すること。 

（２）テールクリアランスの適切な維持に留意しつつ、トンネルの線形管理を

行うこと。 

（３）テールグリスの量及び圧力を適切に管理すること。 

（４）中央管理室がある場合には、掘進中、当該中央管理室に職員を常駐させ

ること。 

 

２ セグメントの組立て 

（１）セグメントに締結力のない継手を採用する場合には、形状の保持に努め、

特に漏水等の原因となるセグメント継手やリング継手の目開きや目違い

が生じないよう留意すること。 

 （２）ジャッキの押し出し、引き抜きの手順をセグメントの安定性の維持に十

分留意し定めた上で施工すること。また、Ｋセグメントの挿入時のジャッ

キ操作についても十分に留意すること。 

 （３）セグメントの取扱いには注意し、割れ、欠け等が生じないようにするこ

と。 

 

３ 裏込め注入 

（１）裏込め注入は、セグメントがテール部を出た後、できるだけ早期に実施

すること。 

（２）裏込め注入は、注入圧力と注入量の双方を管理しつつ、実施すること。 

 

４ 避難訓練及び退避 

（１）落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに備えるため、切羽までの

距離が 100ｍに達するまでの期間内に１回、その後６月以内の適切な期間

ごとに１回、避難及び消火の訓練を実施すること。 

（２）落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに

作業を中止し、人命確保を最優先として速やかに労働者を安全な場所まで

退避させること。 

 


























